
対象乗合事業者は対象従業者に助成額と同額を支給し、
市に実績報告

１ 概要
移住及び就職に要した経費相当額を助成し、人員不足が深刻な課題となっている路線バス乗務員
を確保することにより、本市の公共交通網を維持する。

２ 移住助成金
（１）助成対象者
当該年度以降に市内を営業区域として現に運行している路線バス事業者（以下「対象乗合事業者」
という。）に就職した者で、その就職日の３０日前から就職日までの間に旭川大雪圏域連携中枢都
市圏を除く他市区町村から本市に転入した者（以下「対象従業者」という。）を雇用する対象乗合
事業者で、対象従業者に対して本市への移住及び就職に要した経費への填補である旨を明示し、金
銭を支給する者

（２）助成額
道外からの移住１名につき：定額３０万円 道内からの移住１名につき：定額１０万円

（３）助成金の返還規定（一部）
・雇用から６か月を経過した日において、対象従業者の本市での居住が確認できないとき
・雇用から６か月を経過した日において、対象従業者の大型第二種免許の保有が確認できないとき
・雇用から６か月を経過した日以降において、対象従業者の路線バス乗務員としての乗務が確認でき
ないとき
・対象従業者が旭川市移住支援金を受領したとき

対象従業者を雇用

雇用から６か月経過後30日以内に
対象乗合事業者から市へ現況報告書を提出

※助成金の返還を要する場合（一部）
・対象従業者が離職又は転出のとき
・対象従業者が大型二種免許を取得しなかったとき
・対象従業者が路線バス乗務員乗務員として乗務していないとき
・対象従業者が旭川市移住支援金を受領したとき

（４） 助成金交付フロー図

対象従業者は大型第二種免許を取得、
乗務員として勤務
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３ 免許取得支援助成金
（１）助成対象者
免許取得支援助成金対象従業者（申請時点で６５歳以下で、当該年度の前年度以降に本社が

 市内 にあり、市内を営業区域として現に運行している路線バス事業者（以下「対象乗合事業者」 
という。）に運転操作に係る乗務員として就職した後、大型第二種教習、特例教習、又はその両方 
を受講する者で、過去に御助成金の申請実績のない者）を雇用し、その者が大型第二種教習、特例
教習、又はその両方を受講するために経済的な支援を行う者。ただし、当該費用を本市が旭川市地

 域おこし協力隊の活動に関する対象経費として認めていない場合に限る。また、当該年度の前年度
 に対象乗合事業者に運転操作に係る乗務員として就職し、特例教習の受講に係り免許取得支援助成
金を受け、大型第二種教習の受講に係る免許取得支援助成金を受けようとする者を雇用する対象乗
合事業者はこの限りではない。 

（２）助成額
国の補助※を受けない場合 
（大型第二種教習又は特例教習の教習料金）①×１／３（上限１０万円かつ、助成対象者が行う
経済的な支援の額を超えない額とする）…②（千円未満切捨て） 

国の補助※を受ける場合 
②≧（①－国からの補助額）のとき、（①－国からの補助額）の額 
②＜（①－国からの補助額）のとき、②の額 
（※教育訓練給付制度及び地域公共交通確保維持改善事業（交通DX・GXによる経営改善支援事業）による補助 ）
（助成金の額の算定に用いる各教習料金は、入学金、技能教習、学科教習、教材費、運転適性検査、写真事務連絡費等の合計額とし
て教習所が定める料金とし、追加・延長・補習，再検定・仮免許学科試験の再受験が必要な場合の料金及び冬期料金等を除く。 

（３）助成金の返還規定（一部）
・大型第二種免許取得から１２か月を経過した日において、その者の雇用が確認できないとき
・大型第二種免許取得から１２か月を経過した日以降において、その者の路線バス乗務員としての
乗務が確認できないとき

対象従業者を雇用

免許取得から１２か月経過後30日以内に
対象乗合事業者から市へ現況報告書を提出

※助成金の返還を要する場合（一部）
・対象従業者が離職のとき
・対象従業者が路線バス乗務員として乗務していないとき
・特例教習のみ受講した者が大型第二種教習の申込みをしていないとき

（４） 助成金交付フロー図

対象従業者は
乗務員として勤務
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①対象乗合事業者の対象従業者に対する助成額以上の経済的な支援
②対象従業者の大型第二種免許取得※ を報告（実績報告）

対象従業者が大型第二種免許取得に必要
な教習の受講申込みを行う
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助成金交付 ※特例教習のみ受講の場合は特例教習の修了
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